
条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い

に
つ
い
て
は
、

新
設
合
併
の
場
合
、
合
併
関
係
市
町
村
は
消
滅
す

る
た
め
、
各
市
町
村
の
条
例
、
規
則
等
は
失
効
し

ま
す
。
ま
た
、
合
併
と
同
時
に
消
滅
す
る
一
部
事

務
組
合
の
条
例
、
規
則
等
も
失
効
し
ま
す
。

こ
の
た
め
、
新
市
に
お
い
て
必
要
な
条
例
、
規

則
等
は
、
原
則
と
し
て
新
市
に
お
い
て
新
た
に
制

定
し
、
施
行
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
新
市
の
条
例
・
規
則

が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
従
来
合
併
関
係

市
町
村
で
施
行
さ
れ
て
い
た
条
例
、
規
則
を
引
き

続
き
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

新
市
の
条
例
、規
則
等
の
制
定
に
当
た
っ
て
は
、

事
前
に
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
調
整
方
針
を
確
認

し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
に
つ
い

て
の
調
整
方
針

条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

合
併
協
議
会
で
協
議
・
承
認
さ
れ
た
各
種

事
務
事
業
の
調
整
方
針
に
基
づ
き
、
新
市

に
お
け
る
事
務
事
業
に
支
障
が
な
い
よ
う

次
の
区
分
に
よ
り
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

合
併
前
に
即
時
制
定
し
、
施
行
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
も
の
。

合
併
後
、
暫
定
的
に
施
行
さ
せ
る
必
要

が
あ
る
も
の
。

合
併
後
、
逐
次
制
定
し
、
施
行
さ
せ
る

も
の
。

川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
で
は
、
四
月
一

日
か
ら
五
月
三
十
一
日
ま
で
新
市
の
名
称
を
募
集

し
ま
し
た
。

応
募
状
況
は
、
五
月
三
十
日
現
在
、
総
数
千
百

五
十
四
件
（
う
ち
有
効
件
数
千
七
十
七
件
）。
応

募
方
法
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
応
募
が
七
百

五
十
六
件
と
最
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
名
称
は

五
百
四
十
二
種
類
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

新
市
の
名
称
は
、
法
定
合
併
協
議
会
の
学
識
経

験
者
十
八
人
で
構
成
す
る

新
市
名
称
候
補
選
定

小
委
員
会

が
、
選
定
基
準
に
基
づ
い
て
応
募
作

品
の
中
か
ら
五
点
程
度
の
候
補
名
に
絞
り
込
み
、

八
月
下
旬
開
催
予
定
の
第
十
一
回
法
定
合
併
協
議

会
に
提
案
。
十
月
下
旬
開
催
予
定
の
第
十
四
回
協

議
会
で
新
市
名
称
に
つ
い
て
一
点
を
決
定
す
る
計

新
市
名
称
応
募
状
況
の
中
間
報
告

電
算
シ
ス
テ
ム
事
業
に
つ
い
て
の

調
整
方
針

行
政
事
務
の
多
く
は
電
算
シ
ス
テ
ム
に
依
存

し
、
欠
か
せ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
構
成
市
町
村
の
整
備
状
況
、
導
入
形
態
、
処

理
内
容
、
メ
ー
カ
ー
な
ど
異
な
る
要
素
が
多
分
に

あ
り
ま
す
。
合
併
し
た
場
合
、
ひ
と
つ
の
自
治
体

と
し
て
行
政
事
務
の
処
理
を
行
う
こ
と
に
な
り
、

現
行
の
シ
ス
テ
ム
の
統
合
や
新
シ
ス
テ
ム
の
構
築

等
に
つ
い
て
調
整
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

電
算
シ
ス
テ
ム
の
統
合
に
あ
た
っ
て
は
、
低
リ

ス
ク
、
低
コ
ス
ト
を
基
本
と
し
て
、
合
併
時
か
ら

の
安
定
稼
働
を
最
優
先
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
特
に
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
直
接
影
響
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
構
築

し
て
運
用
す
る
な
ど
、
本
所
、
支
所
間
に
お
け
る

サ
ー
ビ
ス
の
格
差
は
極
力
避
け
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
逆
に
影
響
が
少
な
い
も
の
は
、
リ

ス
ク
や
コ
ス
ト
を
勘
案
し
な
が
ら
合
併
後
に
随
時

統
合
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
地
域
情
報
化
及
び
電
子
自
治
体
に

的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
必
要
な
シ
ス
テ
ム
の
構

築
や
環
境
整
備
な
ど
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

電
算
シ
ス
テ
ム
事
業
に
つ
い
て
は
、
住

民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
く
こ
と
の
な
い

よ
う
最
善
の
配
慮
の
も
と
で
合
併
と
同
時

に
統
合
し
た
シ
ス
テ
ム
が
稼
働
で
き
る
よ

う
に
調
整
す
る
。

地
域
情
報
化
及
び
電
子
自
治
体
に
的
確

に
対
応
し
た
必
要
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
等
、

環
境
整
備
を
図
る
も
の
と
す
る
。

画
に
な
っ
て
い
ま
す
。

六
月
二
日
開
催
の
協
議
会
で
は
、
応
募
が
少
な

い
理
由
や
、
枠
組
み
が
変
わ
っ
た
場
合
の
取
扱
い

に
つ
い
て
委
員
か
ら
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、事
務
局
か
ら
は
枠
組
み
が
は
っ

き
り
し
て
か
ら
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
理
由
で
は

な
い
か
。
仮
に
枠
組
み
が
変
わ
る
と
、
再
公
募
に

な
っ
た
り
、
既
に
応
募
さ
れ
て
い
る
方
へ
の
再
確

認
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
取
扱
い
に
つ
い
て
は

改
め
て
法
定
合
併
協
議
会
で
方
針
を
審
議
す
る
こ

と
に
な
る

と
答
え
ま
し
た
。

新市名称応募状況

午後 時現在午後 時現在

応募数一覧表

応 募 総 数

有 効 件 数

無 効 件 数

応募方法別件数

応 募 用 紙

官 製 は が き

ホ ー ム ペ ー ジ

持 参

そ の 他

計

応募名称種類

応 募 名 称 種 類

一
、
賞
状
及
び
副
賞

名
付
け
親
大
賞
（
一
名
）

賞
状
、十
万
円
分
商
品
券
ま
た
は
旅
行
券（
児
童

生
徒
は
十
万
円
分
図
書
券
）及
び
地
元
特
産
品

名
付
け
親
賞
（
最
高
十
名
）

新
市
名
称
の
賞
品
及
び
贈
呈
対
象

者
等
の
決
定
方
法
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せせせせせせせせせせ

今
後
の
法
定
合
併
協
議
会
開
催
予
定

第
八
回
会
議

七
月
十
日（
木
）午
後
一
時
半
か
ら

串
木
野
市

シ
ー
サ
イ
ド
ガ
ー
デ
ン
さ
の
さ

第
九
回
会
議

七
月
二
十
四
日（
木
）午
後
一
時
半
か
ら

祁
答
院
町

い
こ
い
の
村
い
む
た
池

会
議
の
日
時
、
場
所
等
は
都
合
に
よ
り
変
更
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
事
務
局
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

協
議
会
は
傍
聴
で
き
ま
す

法
定
合
併
協
議
会
の
会
議
は
住
民
の
方
も
傍
聴

で
き
ま
す
。
定
員
は
三
十
名
。
会
場
の
都
合
で
定

員
数
が
増
減
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
傍
聴
希

望
の
方
は
、
所
定
の
傍
聴
届
に
住
所
及
び
氏
名
を

記
入
し
、
会
場
で
協
議
会
事
務
局
に
提
出
、
傍
聴

証
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
傍
聴
証
は
会
議

開
催
予
定
時
刻
の
十
五
分
前
か
ら
先
着
順
に
交

付
。
傍
聴
希
望
者
が
定
員
を
超
え
る
場
合
は
く
じ

引
き
で
選
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

最
新
情
報
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ど
う
ぞ

川
西
薩
地
区
の
市
町
村
合
併
に
関
す
る
最
新
情

報
を
掲
載
し
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
て
い
ま

す
。
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
子
供
向
け
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

せ
ん
せ
い
さ
つ
キ
ッ
ズ

に
も
ア
ク
セ

ス
で
き
ま
す
。

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会

議
で
計
画
案
を
検
討
中
で
す
。
計
画
の
骨
子
は
、

新
市
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
の

基
本
方

針
、
基
本
方
針
を
実
現
す
る
た
め
の

基
本
計

画
・
ま
ち
づ
く
り
事
業
計
画
、
公
共
施
設
の
基

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
策
定

状
況

本
的
な
考
え
方

財
政
計
画

等
で
構
成
。

計
画
の
体
系
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
的
姿
勢

と
な
る

基
本
理
念
、
新
市
が
め
ざ
す
べ
き

将

来
都
市
像
、
将
来
都
市
像
実
現
に
向
け
た

基

本
方
針
、
重
点
的
か
つ
戦
略
的
に
取
り
組
む
施

策
を
示
し
た

新
市
一
体
化
躍
進
プ
ラ
ン
、
基

本
方
針
に
基
づ
く
施
策
と
主
な
事
業
の

基
本
計

画
・
ま
ち
づ
く
り
事
業
計
画

か
ら
構
成
。

基
本
方
針
は
新
市
の
将
来
方
向
を
展
望
し
た
長

おおおおおおおお

新市まちづくり計画の体系（骨子）

【まちづくりの基本理念】

地域力が奏でる都市力の創出
地域の特性を集合させ、新市の魅力を最大限に発揮するまちづくりに取り
組みます。
視点
地域力 を育み、新しい地域創造をめざす
都市力 を最大限に発揮する
市民参画によるまちづくりを進める
行財政運営の効率化を進める

【まちづくりの基本理念】

【新市がめざす将来都市像】

市民が創り 市民が育む 交流躍動都市

【新市がめざす将来都市像】

【基 本 方 針】

．コミュニティを活かし地域力を育むまちづくり（コミュニティ）
．健康でともに支え合うまちづくり（保健福祉）
．地域の特色を活かした教育・文化のまちづくり（教育文化）
．誰もが安心して快適に暮らせるまちづくり（生活環境）
．地域力を発揮し産業活力を創出するまちづくり（産業振興）
．都市力を創生するまちづくり（社会基盤）
．みんなですすめる市民参画のまちづくり（市民参画）

【基 本 方 針】

賞
状
、
一
万
円
分
商
品
券
（
児
童
生
徒
は
一

万
円
分
図
書
券
）
及
び
地
元
特
産
品

優
秀
賞
（
最
高
二
十
名
）

賞
状
、
五
千
円
分
商
品
券
（
児
童
生
徒
は
五

千
円
分
図
書
券
）
及
び
地
元
特
産
品

二
、
名
付
け
親
大
賞
の
決
定
方
法

新
し
い
市
の
名
称
と
し
て
選
ば
れ
た
作
品
の
応

募
者
の
中
か
ら
抽
選
で
一
名
を
決
定

抽
選
は
川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
の
会
場

で
公
開
で
行
う

三
、
名
付
け
親
賞
の
決
定
方
法

新
し
い
市
の
名
称
と
し
て
選
ば
れ
た
作
品
の
応

募
者
で

名
付
け
親
大
賞

の
抽
選
か
ら
漏
れ
た

者
の
中
か
ら
最
高
十
名
を
、
会
長
・
副
会
長
が
抽

選
で
行
う

四
、
優
秀
賞

優
秀
賞
二
十
名
に
つ
い
て
は
小
委
員
会
で
決
定

す
る

優
秀
賞
二
十
名
は
小
委
員
会
が
協
議
会
に
最
終

報
告
す
る
五
作
品
の
中
か
ら
、
新
市
の
名
称
と

し
て
選
ば
れ
た
作
品
を
除
く
四
作
品
を
対
象
と

し
、
各
作
品
ご
と
に
最
高
五
名
を
決
定
す
る
こ

と
と
し
、
応
募
が
五
名
以
上
の
場
合
は
そ
の
作

品
ご
と
に
抽
選
を
行
う

期
的
な
も
の
と
し
、
新
市
の
基
盤
を
形
成
す
る
た

め
に
、
合
併
年
度
及
び
そ
の
後
の
十
年
間
（
平
成

十
六

二
十
六
年
度
）
を
計
画
期
間
と
し
ま
す
。

今
後
、
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
原
案
を
住
民
に

説
明
す
る

ま
ち
づ
く
り
広
聴
会
、
法
定
協
議

会
で
の
審
議
、
県
知
事
協
議
を
経
て
、
今
年
十
二

月
に
は
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
を
決
定
。
来
年
一

月
に
は
各
市
町
村
で
計
画
に
つ
い
て
の
住
民
説
明

会
が
開
か
れ
ま
す
。



一
部
事
務
組
合
と
は
ど
ん
な
も
の

一
部
事
務
組
合
と
は
、
本
来
は
市
町
村
が
行
う

べ
き
事
務
事
業
に
つ
い
て
、
単
独
の
市
町
村
で
行

う
よ
り
複
数
の
市
町
村
で
共
同
し
て
行
っ
た
方
が

住
民
サ
ー
ビ
ス
面
や
効
率
的
な
運
営
（
施
設
の
共

同
利
用
）、
経
済
性
か
ら
も
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
も

の
に
つ
い
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
た
め
に
設
置
さ

れ
た
特
別
な
地
方
公
共
団
体
で
す
。

私
た
ち
の
身
近
な
も
の
と
し
て
は
、ご
み
処
理

し
尿
処
理
火
葬
消
防
介
護
保
険
な
ど
の
業
務

が
あ
り
、
川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
の
構
成

市
町
村
が
関
係
す
る
も
の
は
現
在
十
一
組
合
あ
り

ま
す
。
そ
の
他
、
県
内
の
多
く
の
市
町
村
が
加
入

し
て
い
る
一
部
事
務
組
合
も
あ
り
、
そ
の
数
は
七

組
合
あ
り
ま
す
。
合
計
十
八
組
合
が
私
た
ち
の
地

域
と
関
係
の
あ
る
一
部
事
務
組
合
で
す
。

一
部
事
務
組
合
と
構
成
市
町
村
の
関
係
は
別
表

の
通
り
で
す
。

市
町
村
合
併
と
一
部
事
務
組
合

市
町
村
合
併
（
対
等
合
併
）
で
は
、
合
併
と
同

時
に
そ
れ
ま
で
一
部
事
務
組
合
を
構
成
し
て
い
た

市
町
村
は
消
滅
す
る
の
で
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
一

部
事
務
組
合
は
構
成
市
町
村
数
が
変
動
し
た
り
、

消
滅
し
た
り
、
解
散
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
本
来
、
一
部
事
務
組
合
の
行
う
業
務
は
市
町

村
が
行
う
べ
き
事
務
事
業
な
の
で
、
新
市
で
新
市

の
業
務
の
一
部
と
し
て
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
こ
れ
ま
で
合
併
し
た
市
で
は
、
業
務
や
そ
れ

ぞ
れ
の
市
の
事
情
は
あ
る
も
の
の
、
合
併
前
に
一

部
事
務
組
合
で
行
っ
て
い
た
業
務
に
つ
い
て
は
、

一
部
事
務
組
合
を
存
続
さ
せ
、
ま
た
は
合
併
後
も

引
き
続
き
新
市
と
し
て
一
部
事
務
組
合
に
再
加
入

し
て
い
る
の
が
一
般
的
な
よ
う
で
す
。

市
町
村
合
併
に
あ
た
っ
て
の
一
部
事
務
組
合
に

係
る
協
議
の
進
め
方

一
部
事
務
組
合
は
ひ
と
つ
の
地
方
公
共
団
体
で

あ
り
、そ
の
執
行
責
任
者
と
し
て
管
理
者
が
お
り
、

議
決
機
関
と
し
て
構
成
市
町
村
の
首
長
や
議
会
議

員
な
ど
で
構
成
す
る
組
合
議
会
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
一
部
事
務
組
合
の
構
成
市
町
村
数
を
変

更
し
た
り
、
解
散
し
た
り
、
脱
退
に
あ
た
り
財
産

を
処
分
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
構
成
市
町
村

す
べ
て
の
議
会
で
の
議
決
が
法
律
に
よ
り
必
要
で

す
。
そ
の
後
、
県
知
事
へ
の
届
け
出
や
県
知
事
の

許
可
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。

一
部
事
務
組
合
に
係
る
、
構
成
市
町
村
の
議
会

の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
次
の
通

り
で
す
。

一
部
事
務
組
合
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き

構
成
市
町
村
数
を
増
減
す
る
と
き（
加
入
脱
退
）

共
同
処
理
す
る
事
務
を
変
更
し
た
り
、
規
約
を

変
更
す
る
と
き

一
部
事
務
組
合
を
解
散
し
よ
う
と
す
る
と
き

解
散
す
る
場
合
な
ど
に
お
い
て
、
財
産
処
分
を

必
要
と
す
る
と
き

一
部
事
務
組
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
考
え
方

一
部
事
務
組
合
の
取
扱
い
の
協
議
は
、
一
部
事

務
組
合
構
成
市
町
村
、
一
部
事
務
組
合
の
管
理

者
・
組
合
議
会
、
関
係
す
る
法
定
合
併
協
議
会
の

慎
重
か
つ
十
分
な
協
議
が
必
要
で
三
重
構
造
と
な

り
ま
す
。し
か
も
そ
れ
ら
の
整
合
性
が
と
れ
合
意

を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
川
西
薩
地
区
法
定
合

併
協
議
会
の
関
連
す
る
一
部
事
務
組
合
の
状
況

や
、
合
併
し
た
市
の
先
進
例
等
か
ら
、
業
務
に
よ

り
個
別
の
事
情
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
次

の
二
点
が
協
議
に
あ
た
っ
て
の
重
要
事
項
と
考
え

ま
す
。

合
併
後
の
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
低
下
さ
せ
な
い

合
併
後
も
当
面
、現
有
施
設
の
有
効
利
用
を
図
る

一
部
事
務
組
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
今
後
の

協
議
予
定

川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
で
は
他
の
組
合

と
も
協
議
を
行
い
、九
月
に
一
部
事
務
組
合
等
の
取

扱
い
に
つ
い
て
の
調
整
方
針
案
を
合
併
協
議
会
へ
提

案
し
審
議
を
お
願
い
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

住
民
の
皆
様
の
従
来
の
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し
な

い
よ
う
に
配
慮
し
ま
す
。

現
在
ま
で
、
隣
接
す
る
法
定
合
併
協
議
会
と
連

携
し
な
が
ら
別
表

の
よ
う
な
協
議
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。

一
部
事
務
組
合

ご
み
処
理
し
尿
処
理

消
防
業
務
な
ど
に
つ
い
て
協
議
中

住
民
サ
ー
ビ
ス
を
大
切
に

現
有
施
設
の
有
効
活
用
を

一
部
事
務
組
合

関係一部事務組合の状況 別表

一部事務組合等の取扱い協議経過等（ 地区 薩摩東部地区、日置地区、川西薩地区） 別表

業 務 団 体 名

川

内

市

串
木
野
市

樋

脇

町

入

来

町

東

郷

町

祁
答
院
町

里

村

上

甑

町

鹿

島

村

その他（構成市町村）

消 防
川内地区消防組合 直営 下甑村
祁答院地区消防組合 宮之城町、薩摩町、鶴田町

し尿処理
ごみ処理
火 葬 場

西薩衛生処理組合
串木野市 市来町 東市来町衛生処理組合 市来町、東市来町
薩摩郡東部衛生処理組合 宮之城町、薩摩町、鶴田町
串木野樋脇清掃組合
甑島衛生管理組合 直営
西薩火葬場組合 市来町、東市来町、伊集院町、日吉町

介護保険 川薩地区介護保険組合 直営 下甑村、宮之城町、薩摩町、鶴田町
卸売市場 祁答院地方卸売市場管理組合 宮之城町、薩摩町、鶴田町
バ ス 上甑島バス企業団

県町村会

鹿児島県市町村自治会館管理組合 県内他市町村
鹿児島県町村議会議員公務災害補償等組合 県内他町村
鹿児島県町村職員退職手当組合 県内他町村
鹿児島県町村非常勤職員公務災害補償等組合 県内他町村
鹿児島県市町村消防補償等組合 県内他市町村
鹿児島県町村交通災害共済組合 県内他町村
鹿児島県離島緊急医療対策組合 県内他離島市町村

年月日 会 議 名 協 議 事 項 確 認 事 項

平成 年
月 日

地区法定協議会
事務局意見交換会

全体スケジュール
一部事務組合の現状
一部事務組合調整の考え方
調整スケジュール

関係一部事務組合会議の開催
スケジュールの一番早い日置地区に合わせて
協議を進める。
構成市町村、組合、法定協間での協議が必要
県への県内法定協事務局長会議の開催要請

月 日

地区法定協共催
一部事務組合等意
見交換会

全体会議 法定協概要及びスケ
ジュール等確認
業務別会議 各組合の現状
組合の方針 今後の協議の進め方

まず組合構成市町村で協議を進める。
月中を目処に協議を進める。
構成市町村、組合、法定協間での協議が必要

は、事務局市町村


